
◎

日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）

抄

（
附
則
第
六
十
四
条
関
係
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
施
行
）
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
九
条

公
社
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

第
十
九
条

公
社
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

２

公
社
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

２

公
社
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
二
の
二

国
民
年
金
基
金
の
委
託
を
受
け
て
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年

法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
申
出
の
受
理
に
関
す
る
業
務

を
行
う
こ
と
。

十
三
～
十
八

（
略
）

十
三
～
十
八

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）


